
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律案について特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律案について

今通常国会に提出する背景今通常国会に提出する背景

○ 青森県六ヶ所村の再処理施設の本格稼働及び海外（仏国）からの長半減期低発熱放射性廃棄物（ＴＲＵ廃棄物）の
返還が来年度以降に予定。今後、発生が本格化するＴＲＵ廃棄物を確実に最終処分するための措置が必要。

○ 代替取得（英国から返還される予定だったＴＲＵ廃棄物を少量の高レベル放射性廃棄物に交換して返還を受けるこ
と）によって英国から返還される高レベル放射性廃棄物を確実に最終処分するための措置が必要。

○ 高レベル放射性廃棄物等の最終処分に係る安全規制体系を早期に明確化することが必要。

確実な最終処分の推進

最終処分の安全規制体系の整備代替取得に伴う既積立金の調整

○○最終処分法最終処分法 （特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律）（特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律）
・ 高レベル放射性廃棄物の最終処分を確実に実施するため、処分地選定の方法や処分実施主体（原子力発電
環境整備機構）の設立等を規定

・ 廃棄物の発生者に処分費用の拠出を義務付け

＜改正の概要＞＜改正の概要＞

処分実施主体が行う最終処分の対象に以下の廃棄物を追加

・ 再処理等の工程から生じる長半減期低発熱放射性廃棄物 （ＴＲＵ廃棄物）

・ 代替取得により海外から返還される高レベル放射性廃棄物

高レベル放射性廃棄物等の最終的な処分を確実かつ安全に実施するため、所要の改正を実施。

○○原子炉等規制法原子炉等規制法
（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律）（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律）

・ 現行法は、低レベル放射性廃棄物の埋設の方法による処分を行おうとする
事業者に対し、許可を受けること等を義務付け

＜改正の概要＞＜改正の概要＞
・ 新たに、高レベル放射性廃棄物等の埋設の方法による処分事業を加え、
当該事業を行おうとする者に対し、現行法の廃棄物埋設事業に係る許可等
の規制に加え、閉鎖措置計画認可等を義務付け

○○再処理等積立金法再処理等積立金法
（原子力発電における使用済燃料の再処理等のた（原子力発電における使用済燃料の再処理等のた
めの積立金の積立て及び管理に関する法律）めの積立金の積立て及び管理に関する法律）

・ 電気事業者に対し、将来支払う再処理関連費用を予め積み立
てておくことを義務付け

＜改正の概要＞＜改正の概要＞
・ 代替取得に伴う再処理関連費用の減額に対応するため、積み
立てた金額の調整規定を追加
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【代替取得による再処理等積立金の減少】
代替取得により、廃棄物の貯蔵費用・処分費用が減少する。
これに対応し、電力会社が再処理費用等の支払いに備えて積み立てる「再処理等積立

金」の金額変更規定を設ける。

再処理等積立金法の一部改正再処理等積立金法の一部改正

我が国から英国への再処理委託に伴って発生し、我が国に返還されるＴＲＵ廃棄
物を、放射能レベルが等価な高レベル放射性廃棄物（国外原子炉由来のもの）と
交換

最終処分法の一部改正最終処分法の一部改正

原子炉等規制法の一部改正原子炉等規制法の一部改正

代替取得に伴い再処理等費用が減額した場合の積立額の調整規定の追加

他の事業の安全規制に
既に用いられているもの

高レベル放射性廃棄物
に係る固有のもの

処分実施主体が行う最終処分の対象に、深地層処分が必要な
ＴＲＵ廃棄物及び代替取得に伴い返還される高レベル放射性
廃棄物を追加

新たに、高レベル放射性廃棄物及びＴＲＵ廃棄物の埋設の方法による処
分事業を加え、当該事業を行おうとする者に対し、現行法の廃棄物埋設
事業に係る許可等の規制に加え、閉鎖措置計画認可等を義務付け
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交換前（ＴＲＵ廃棄物）

廃棄物量 約 11,500m3

輸送回数 約 37回 (所要約 10年)

交換後（高レベル放射性廃棄物）

廃棄物量 約 30m3

輸送回数 1回 (所要約2ヶ月)

※１ 長半減期低発熱放射性廃棄物（ＴＲＵ廃棄物）：ウランより原子番号の大きい（Trans-
Uranium）元素を含む廃棄物であり、放射能の減衰に長期間を要する。

※２ 代替取得：海外への委託再処理で生じたＴＲＵ廃棄物を、放射性影響が等価な少量の高レベ
ル放射性廃棄物（海外由来）と交換して、国内への返還を受けること。

※３ MOX燃料：ウラン・プルトニウム混合酸化物（Mixed-Oxide)燃料のこと。

※４ 最終処分：長期間にわたり、人間環境から隔離するため、最終的に地下３００ｍ以深の深い安
定な地層中に処分すること。

※１

※２

※３

※４

注：高レベル放射性廃棄物等の処分の
安全確保のために追加する規制


